
「群馬の文化」支援事業補助金 手続きの流れ

補助事業者（申請者） 文化振興課

事 業 計 画 作 成

事 業 計 画 受 理 ○事業計画が補助事業趣旨

交 に合致しているか審査を

付 審 査 ・ 事 前 評 価 行います。

決

定 内 示 通 知 ○条件付の内示となること

ま 内 示 通 知 受 理 があります。

で

交 付 申 請 書 作 成 ○交付申請書を文化振興課

（様式第１号） 交付申請書受理・審査 に提出（郵送可）してくだ

※事業実施前に提出 さい。

交 付 決 定 ○速やかに交付の可否・金

交付決定通知書受理 （様式第４号） 額を決定し通知します。

※交付決定通知書受理以降

に事業実施して下さい。

事 業 の 実 施 補助事業等の現地調査 ○モデル事業として現地調

事 査をお願いする場合があ

業 ります。

実 ※概算払を必要とする場合

施 概算払請求書作成 概算払請求書受理 ○交付決定額の２／３を限

（様式第９号） 度に概算払として補助金

を受け取ることが可能で

補助金受理(概算払分) 補 助 金 概 算 交 付 す。

実 績 報 告 書 作 成 実績報告書受理・審査 ○事業完了日から30日以内

事 （様式第７号） または翌年度４月８日の

業 いずれか早い日までに提

終 確 定 通 知 書 受 理 補 助 金 額 の 確 定 出してください。

了 （様式第８号） ○交付額を確定し、指定口

後 座に補助金を振り込みま

補 助 金 受 理 補 助 金 精 算 交 付 す。

○事業終了後、事業効果の

事 後 評 価 検証を行います。


